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�愛媛県告示第２５９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関（指定訪問看護事業者等）の名称が、次のように変更さ

れた。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

鹿 野 川 診 療 所 大洲市肱川町山鳥坂７７番
地 平成３０年３月１日

医療機関（指定訪問看護
事業者等）の名称

医療機関（指定訪問看
護事業者等）の所在地 変更年月日

（変更後）
訪問看護ステーションサス
ケ 四国中央市土居町津根３０

２５－１ 平成３０年２月１０日
（変更前）
訪問看護ステーションまご
ころ

毎週（火・金）曜日発行 第２９５９号 平成３０年３月２０日

平成３０年３月２０日火曜日 第２９５９号
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�愛媛県告示第２６１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに休止した旨の届出があった。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 株式会社悠遊社東予事業所

（変更後）
西条市新市５７５番地４

平成２９年２月１日
（変更前）
西条市新市６５０番地６

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 株式会社悠遊社東予事業所

（変更後）
西条市新市５７５番地４

平成２９年２月１日
（変更前）
西条市新市６５０番地６

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８号 株式会社悠遊社東予事業所

（変更後）
西条市新市５７５番地４

平成２９年２月１日
（変更前）
西条市新市６５０番地６

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町一丁目４番
１４号 アースサポート新居浜 新居浜市西原町二丁目２番２０

１２号 平成３０年３月１日

愛 媛 県 報平成３０年３月２０日 第２９５９号

１６２
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�愛媛県告示第２６６号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

� Ｎ－（４－フルオロフェニル）－Ｎ－（１－フェネチルピペ

リジン－４－イル）イソブチルアミド（通称名４F―iBF、４―FIBF、

４―Fluoroisobutyryl fentanyl）及びその塩類

� Ｎ－（４－クロロフェニル）－Ｎ－（１－フェネチルピペリ

ジン－４－イル）イソブチルアミド（通称名４Cl― iBF、４―

Chloroisobutyryl fentanyl）及びその塩類

� Ｎ－（１－フェネチルピペリジン－４－イル）－Ｎ－フェニ

ルテトラヒドロフラン－２－カルボキサミド（通称名

Tetrahydrofuranyl fentanyl、THF―F）及びその塩類

� Ｎ－（２－メトキシベンジル）－Ｎ－メチル－１－（４－メ

チルフェニル）プロパン－２－アミン（通称名４―MMA―NBOMe）

及びその塩類

� １－（３，５－ジメトキシ－４－プロポキシフェニル）プロ

パン－２－アミン（通称名３C―P）及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至

ったため。

３ 失効の日

平成３０年３月１０日

�������
�愛媛県告示第２６８号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定

に基づき、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、家

きんサルモネラ感染症等の検査を次のとおり実施する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 実施の目的

ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、家きんサ

ルモネラ感染症等の発生の状況及び動向を把握し、その発生を予

防するため

２ 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲並びに実施

する区域

� 牛のブルセラ病

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

２ その他知事の指定する牛

県下一円

� 牛の結核病

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

２ その他知事の指定する牛

県下一円

� 牛のヨーネ病

うに休止した旨の届出があった。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６７号
愛媛県伝統的特産品産業振興対策要綱（昭和５４年１０月１日制定）第２の１の規定に基づき、愛媛県伝統的特産品を次のように指定した。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町一丁目４番
１４号 アースサポート新居浜 新居浜市西原町二丁目２番２０

１２号 平成３０年３月１日

名 称 伝統的な技術若しくは技法又は伝統的に使用されてきた原材料 製造される地域

い よ い と

伊予生糸 １ 伝統的な技術又は技法

繰糸は、多条繰糸機を用いた手法によること。

２ 伝統的に使用されてきた原材料

使用する繭は、愛媛県産の繭とすること。

西予市

愛 媛 県 報平成３０年３月２０日 第２９５９号

１６３
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実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

１ 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼

育している雌牛及びこれと同一施設内で

飼育しているその他の牛

西予市（明浜町、宇和町、

野村町大野ヶ原、城川町、

三瓶町に限る）

２ 繁殖の用に供し、又は供する目的で飼

育している肉用雌牛

松山市、伊予市、東温市、

西予市（大野ヶ原を除く

野村町に限る）

３ 種付けの用に供し、又は供する目的で

飼育している雄牛及びこれと同一施設内

で飼育しているその他の牛

４ その他知事の指定する牛

県下一円

� 牛の伝達性海綿状脳症

実施の対象となる牛の死体の範囲 実施する区域

月齢又は推定月齢が満４８ヶ月齢以上で死

亡した牛の死体のうち、牛海綿状脳症対策

特別措置法第６条第１項に基づく届出の対

象となるもの。ただし、同法同条第２項た

だし書きに該当するものを除く。

県下一円

� 家きんサルモネラ感染症（ひな白痢）

実施の対象となる鶏の範囲 実施する区域

人工ふ化の用に供し、又は供する目的で

飼育している鶏
県下一円

� 知事の指定するその他の疾病

実施の対象となる家畜又は
その死体の範囲 実施する区域

知事の指定する家畜 県下一円

３ 実施の期日

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間において、所

轄の家畜保健衛生所長が指定する日

４ 検査の方法

� ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症

家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林水産省令第３５号）

に定める方法

� 家きんサルモネラ感染症（ひな白痢）

急速凝集反応法

� 知事の指定するその他の疾病

知事の指定する方法

�������
�愛媛県告示第２６９号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第６条第１項の規定

に基づき、流行性脳炎の発生予防のための注射を次のとおり実施す

る。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 実施の対象となる豚の範囲及び実施する区域

実施の対象となる豚の範囲 実施する区域

知事の指定する豚 県下一円

２ 実施の期日

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間において、所

轄の家畜保健衛生所長が指定する日

３ 注射の方法

ワクチン接種法

�愛媛県告示第２７０号
愛媛県工事執行規程（昭和３９年８月愛媛県告示第６９５号）の一部を次のように改正し、平成３０年４月１日から施行する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１０号（第２０条関係） 様式第１０号（第２０条関係）

省略 省略

計 ￥ 計 ￥

労 災 保 険 料

納 付 確 認

年 月 日
�

�

�

�

�

�

確印
￥

認

愛 媛 県 報平成３０年３月２０日 第２９５９号

１６４



�愛媛県告示第２７１号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

鳥津川
４４２－
１１６８－
１

西宇和
郡伊方
町鳥津
（次の
図のと
おり）

土石流

鳥津川
４４２－
１１６８－
２

西宇和
郡伊方
町鳥津
（次の
図のと
おり）

土石流

九町新
川
４４２－
１１８３－
１

西宇和
郡伊方
町奥
（次の
図のと
おり）

土石流

畑尻川
４４２－
１１８４

西宇和
郡伊方
町豊之
浦
（次の
図のと
おり）

土石流

川永田
川
４４２－
１１８６

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

土石流

伊方新
川
４４２－
１１８８－
４

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

土石流

西川
４４２－
１１９２

西宇和
郡伊方
町中浦
（次の
図のと
おり）

土石流

宮の谷
川
４４２－
１１９５

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

土石流

大川
４４２－
１１９６

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

土石流

産神川
４４２－
１２０５

西宇和
郡伊方
町中之
浜
（次の
図のと
おり）

土石流

浜田川
４４３－
１２１０

西宇和
郡伊方
町足成
（次の
図のと
おり）

土石流

三机大
川
４４３－
１２１９－
１

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

土石流

谷奥川
４４３－
１２２０

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

土石流

平松川
４４３－
１２２４

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

土石流

寺上川
４４３－
１２３８－
２

西宇和
郡伊方
町川之
浜
（次の
図のと
おり）

土石流

振ノ浜
川
４４３－
１２４１

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

土石流

東川
４４３－
１２４３

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

土石流

塩成川
４４３－
２０６１－
３

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

土石流

釜木川
４４４－
１２４５

西宇和
郡伊方
町釜木
（次の
図のと
おり）

土石流

足谷川
４４４－
１２４８

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

土石流

明神川
４４４－
１２５２

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

土石流

中ノ川
４４４－
１２５３

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

土石流

与侈川
４４４－
１２６０

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

土石流

谷川
４４４－
１２６１

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

土石流

下正野
川
４４４－
１２６５

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

土石流
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杉山川
４４４－
１２７６

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

土石流

奥山川
４４４－
１２７９

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

土石流

先目川
４４４－
１２８１－
３

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

土石流

天神川
４４４－
１２８７

西宇和
郡伊方
町大佐
田
（次の
図のと
おり）

土石流

南野坂
川
４４４－
２０６２

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

土石流

大浜
４４２－
Ｊ－３４
９

西宇和
郡伊方
町大浜
（次の
図のと
おり）

地すべり

中之浜
４４２－
Ｊ－３５
０

西宇和
郡伊方
町中之
浜
（次の
図のと
おり）

地すべり

仁田之
浜
４４２－
Ｊ－３５
１

西宇和
郡伊方
町仁田
之浜
（次の
図のと
おり）

地すべり

湊浦
４４２－
Ｊ－３５
２

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

地すべり

河内東
４４２－
Ｊ－３５
３

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

地すべり

河内西
４４２－
Ｊ－３５
４

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

地すべり

中浦
４４２－
Ｊ－３５
５

西宇和
郡伊方
町中浦
（次の
図のと
おり）

地すべり

中浦北
４４２－
Ｊ－３５
７

西宇和
郡伊方
町中浦
（次の
図のと
おり）

地すべり

川永田
４４２－
Ｊ－３５
８

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

地すべり

豊之浦
東
４４２－
Ｊ－３５
９

西宇和
郡伊方
町豊之
浦
（次の
図のと
おり）

地すべり

豊之浦
４４２－
Ｊ－３６
０

西宇和
郡伊方
町豊之
浦
（次の
図のと
おり）

地すべり

豊之浦
西
４４２－
Ｊ－３６
１

西宇和
郡伊方
町豊之
浦
（次の
図のと
おり）

地すべり

�保
４４２－
Ｊ－３６
３

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

地すべり

浦安
４４２－
Ｊ－３６
４

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

地すべり

畑
４４２－
Ｊ－３６
５

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

地すべり

奥西
４４２－
Ｊ－３６
８

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

地すべり

�保西
４４２－
Ｊ－３７
０

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

地すべり

二見本
浦
４４２－
Ｊ－３７
１

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

地すべり

加周
４４２－
Ｊ－３７
２

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

地すべり

古屋敷
４４２－
Ｊ－３７
３

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

地すべり

田之浦
４４２－
Ｊ－３７
４

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

地すべり

亀浦
４４２－
Ｊ－３７
８

西宇和
郡伊方
町亀浦
（次の
図のと
おり）

地すべり

伊方越
４４２－
Ｊ－３７
９

西宇和
郡伊方
町伊方
越
（次の
図のと
おり）

地すべり
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伊方越
東
４４２－
Ｊ－５３
３

西宇和
郡伊方
町伊方
越
（次の
図のと
おり）

地すべり

塩成
４４３－
Ｊ－３８
１

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

地すべり

中網代
４４３－
Ｊ－３８
２

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

地すべり

川之浜
北
４４３－
Ｊ－３８
４

西宇和
郡伊方
町川之
浜
（次の
図のと
おり）

地すべり

川之浜
４４３－
Ｊ－３８
５

西宇和
郡伊方
町川之
浜
（次の
図のと
おり）

地すべり

平碆
４４３－
Ｊ－３８
６

西宇和
郡伊方
町大�
（次の
図のと
おり）

地すべり

大�東
４４３－
Ｊ－３８
７

西宇和
郡伊方
町大�
（次の
図のと
おり）

地すべり

大�
４４３－
Ｊ－３８
８

西宇和
郡伊方
町大�
（次の
図のと
おり）

地すべり

大�北
４４３－
Ｊ－３８
９

西宇和
郡伊方
町大�
（次の
図のと
おり）

地すべり

神崎
４４３－
Ｊ－３９
１

西宇和
郡伊方
町神崎
（次の
図のと
おり）

地すべり

田部北
４４３－
Ｊ－３９
２

西宇和
郡伊方
町田部
（次の
図のと
おり）

地すべり

田部南
４４３－
Ｊ－３９
３

西宇和
郡伊方
町田部
（次の
図のと
おり）

地すべり

小島
４４３－
Ｊ－３９
４

西宇和
郡伊方
町小島
（次の
図のと
おり）

地すべり

大江
４４３－
Ｊ－３９
５

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

地すべり

松崎
４４３－
Ｊ－３９
６

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

地すべり

三机北
４４３－
Ｊ－３９
７

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

地すべり

三机西
４４３－
Ｊ－３９
８

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

地すべり

佐市
４４３－
Ｊ－３９
９

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

地すべり

大江北
４４３－
Ｊ－５３
４

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

地すべり

名取
４４４－
Ｊ－４０
０

西宇和
郡伊方
町名取
（次の
図のと
おり）

地すべり

佐田
４４４－
Ｊ－４０
１

西宇和
郡伊方
町佐田
（次の
図のと
おり）

地すべり

経塚
４４４－
Ｊ－４０
２

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

地すべり

三崎西
４４４－
Ｊ－４０
４

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

地すべり

蠑螺碆
４４４－
Ｊ－４０
５

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

地すべり

串
４４４－
Ｊ－４０
７

西宇和
郡伊方
町串
（次の
図のと
おり）

地すべり

半田
４４４－
Ｊ－４０
８

西宇和
郡伊方
町串
（次の
図のと
おり）

地すべり

与侈
４４４－
Ｊ－４０
９

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

地すべり

与侈北
４４４－
Ｊ－４１
０

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

地すべり
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

八幡浜土木事務所及び伊方町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２７２号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

二名津
西
４４４－
Ｊ－４１
１

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

地すべり

二名津
東
４４４－
Ｊ－４１
２

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

地すべり

経塚北
４４４－
Ｊ－４１
４

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

地すべり

平礒
４４４－
Ｊ－４１
５

西宇和
郡伊方
町平礒
（次の
図のと
おり）

地すべり

釜木
４４４－
Ｊ－４１
６

西宇和
郡伊方
町釜木
（次の
図のと
おり）

地すべり

二名津
中
４４４－
Ｊ－５３
５

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

地すべり

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

畑尻
４４２－
Ｉ－１６
０２�

西宇和
郡伊方
町大浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

畑尻
４４２－
Ｉ－１６
０２�

西宇和
郡伊方
町大浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小谷
４４２－
Ｉ－１６
０４�

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小谷
４４２－
Ｉ－１６
０４�

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ワキ
４４２－
Ｉ－１６
０６�

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ワキ
４４２－
Ｉ－１６
０６�

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

三浪滝
の前
４４２－
Ｉ－１６
１２�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

三浪滝
の前
４４２－
Ｉ－１６
１２�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川永田
４４２－
Ｉ－１６
１６�

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川永田
４４２－
Ｉ－１６
１６�

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

豊の浦
４４２－
Ｉ－１６
２０�

西宇和
郡伊方
町豊之
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

豊の浦
４４２－
Ｉ－１６
２０�

西宇和
郡伊方
町豊之
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奥Ｂ
４４２－
Ｉ－１６
２２�

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奥Ｂ
４４２－
Ｉ－１６
２２�

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

古屋敷
４４２－
Ｉ－１６
３０�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

古屋敷
４４２－
Ｉ－１６
３０�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田之浦
Ａ
４４２－
Ｉ－１６
３１�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田之浦
Ａ
４４２－
Ｉ－１６
３１�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田之浦
４４２－
Ｉ－１６
３２�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田之浦
４４２－
Ｉ－１６
３２�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田之浦
Ｄ
４４２－
Ｉ－１６
３４�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田之浦
Ｄ
４４２－
Ｉ－１６
３４�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田之浦
Ｅ
４４２－
Ｉ－１６
３５�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田之浦
Ｅ
４４２－
Ｉ－１６
３５�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

湊浦Ｂ
４４２－
Ｉ－１６
４２�

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

湊浦Ｂ
４４２－
Ｉ－１６
４２�

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

敬祖
４４２－
�－１
�

西宇和
郡伊方
町中之
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

敬祖
４４２－
�－１
�

西宇和
郡伊方
町中之
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

浦之浜
４４２－
�－１
�

西宇和
郡伊方
町豊之
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

浦之浜
４４２－
�－１
�

西宇和
郡伊方
町豊之
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

二波
４４２－
�－２
�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

二波
４４２－
�－２
�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

梶原
４４２－
�－３
�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

梶原
４４２－
�－３
�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

芝之元
４４２－
�－５
�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

芝之元
４４２－
�－５
�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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岩見Ａ
４４２－
�－７
�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

岩見Ａ
４４２－
�－７
�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ソウズ
４４２－
�－８
�

西宇和
郡伊方
町亀浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ソウズ
４４２－
�－８
�

西宇和
郡伊方
町亀浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

伊方越
４４２－
�－９
�

西宇和
郡伊方
町伊方
越
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

伊方越
４４２－
�－９
�

西宇和
郡伊方
町伊方
越
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田之浦
Ｆ
４４２－
�－１０
�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田之浦
Ｆ
４４２－
�－１０
�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内
４４２－
�－１１
�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内
４４２－
�－１１
�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

田之浦
Ｇ
４４２－
�－１２
�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

田之浦
Ｇ
４４２－
�－１２
�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

カミノ
マエ
４４３－
Ｉ－１３
６�

西宇和
郡伊方
町田部
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

カミノ
マエ
４４３－
Ｉ－１３
６�

西宇和
郡伊方
町田部
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

谷奥
４４３－
Ｉ－１６
４９�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

谷奥
４４３－
Ｉ－１６
４９�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小島Ｃ
４４３－
Ｉ－１６
６０�

西宇和
郡伊方
町小島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小島Ｃ
４４３－
Ｉ－１６
６０�

西宇和
郡伊方
町小島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

山ノ前
４４３－
Ｉ－１６
７８�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

山ノ前
４４３－
Ｉ－１６
７８�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

佐市
４４３－
�－１
�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

佐市
４４３－
�－１
�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

松之浜
Ａ
４４３－
�－２
�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

松之浜
Ａ
４４３－
�－２
�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

松之浜
Ｂ
４４３－
�－３
�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

松之浜
Ｂ
４４３－
�－３
�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ヒラマ
ツＡ
４４３－
�－４
�

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ヒラマ
ツＡ
４４３－
�－４
�

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ヒラマ
ツＢ
４４３－
�－５
�

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ヒラマ
ツＢ
４４３－
�－５
�

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ヒラマ
ツＣ
４４３－
�－６
�

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ヒラマ
ツＣ
４４３－
�－６
�

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

狩浜Ａ
４４３－
�－７
�

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

狩浜Ａ
４４３－
�－７
�

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

狩浜Ｂ
４４３－
�－８
�

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

狩浜Ｂ
４４３－
�－８
�

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

高茂Ａ
４４３－
�－９
�

西宇和
郡伊方
町高茂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

高茂Ａ
４４３－
�－９
�

西宇和
郡伊方
町高茂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

高茂Ｃ
４４３－
�－１１
�

西宇和
郡伊方
町高茂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

高茂Ｃ
４４３－
�－１１
�

西宇和
郡伊方
町高茂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新瀬戸
�－１６
５１
４４３－
�－１２
�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新瀬戸
�－１６
５１
４４３－
�－１２
�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

釜木
４４４－
Ｉ－１６
８１�

西宇和
郡伊方
町釜木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

釜木
４４４－
Ｉ－１６
８１�

西宇和
郡伊方
町釜木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

平礒Ｂ
４４４－
Ｉ－１６
８３�

西宇和
郡伊方
町平礒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

平礒Ｂ
４４４－
Ｉ－１６
８３�

西宇和
郡伊方
町平礒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中村Ａ
４４４－
Ｉ－１６
８６�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中村Ａ
４４４－
Ｉ－１６
８６�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

五百田
４４４－
Ｉ－１６
８８�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

五百田
４４４－
Ｉ－１６
８８�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

高浦
４４４－
Ｉ－１７
１３�

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

高浦
４４４－
Ｉ－１７
１３�

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

宮ノ後
４４４－
Ｉ－１７
１４�

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮ノ後
４４４－
Ｉ－１７
１４�

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大佐田
４４４－
Ｉ－１７
１８�

西宇和
郡伊方
町大佐
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大佐田
４４４－
Ｉ－１７
１８�

西宇和
郡伊方
町大佐
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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井野浦
Ｂ
４４４－
Ｉ－１７
２０�

西宇和
郡伊方
町井野
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

井野浦
Ｂ
４４４－
Ｉ－１７
２０�

西宇和
郡伊方
町井野
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

与侈Ｃ
４４４－
Ｉ－１７
２３�

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

与侈Ｃ
４４４－
Ｉ－１７
２３�

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

水尻
４４４－
Ｉ－１７
４２�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

水尻
４４４－
Ｉ－１７
４２�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ハマＡ
４４４－
�－１
�

西宇和
郡伊方
町釜木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ハマＡ
４４４－
�－１
�

西宇和
郡伊方
町釜木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中村Ｂ
４４４－
�－２
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中村Ｂ
４４４－
�－２
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ハマＤ
４４４－
�－３
�

西宇和
郡伊方
町釜木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ハマＤ
４４４－
�－３
�

西宇和
郡伊方
町釜木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

松道
４４４－
�－３
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

松道
４４４－
�－３
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

横道
４４４－
�－４
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

横道
４４４－
�－４
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奥内Ａ
４４４－
�－５
�

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奥内Ａ
４４４－
�－５
�

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

カワム
カイ
４４４－
�－６
�

西宇和
郡伊方
町平礒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

カワム
カイ
４４４－
�－６
�

西宇和
郡伊方
町平礒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

サトＡ
４４４－
�－８
�

西宇和
郡伊方
町名取
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

サトＡ
４４４－
�－８
�

西宇和
郡伊方
町名取
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下ヶ市
４４４－
�－８
�

西宇和
郡伊方
町串
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下ヶ市
４４４－
�－８
�

西宇和
郡伊方
町串
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野坂Ｂ
４４４－
�－９
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野坂Ｂ
４４４－
�－９
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

堂崎Ａ
４４４－
�－１０
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

堂崎Ａ
４４４－
�－１０
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

カゲノ
平Ｂ
４４４－
�－１０
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

カゲノ
平Ｂ
４４４－
�－１０
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

八軒家
Ａ
４４４－
�－１１
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

八軒家
Ａ
４４４－
�－１１
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大滝
４４４－
�－１１
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大滝
４４４－
�－１１
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

砂田
４４４－
�－１２
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

砂田
４４４－
�－１２
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

向井Ａ
４４４－
�－１３
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

向井Ａ
４４４－
�－１３
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

名取
４４４－
�－１４
�

西宇和
郡伊方
町名取
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

名取
４４４－
�－１４
�

西宇和
郡伊方
町名取
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ハマ
４４４－
�－１５
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ハマ
４４４－
�－１５
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

浜道
４４４－
�－１５
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

浜道
４４４－
�－１５
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

前奥
４４４－
�－１６
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

前奥
４４４－
�－１６
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

脇谷
４４４－
�－１８
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

脇谷
４４４－
�－１８
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

泊Ｂ
４４４－
�－１９
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

泊Ｂ
４４４－
�－１９
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

泊Ｃ
４４４－
�－２０
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

泊Ｃ
４４４－
�－２０
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

泊Ｄ
４４４－
�－２１
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

泊Ｄ
４４４－
�－２１
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奥内Ｂ
４４４－
�－２２
�

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奥内Ｂ
４４４－
�－２２
�

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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オミド
Ｂ
４４４－
�－２６
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

オミド
Ｂ
４４４－
�－２６
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ドイ
４４４－
�－２７
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ドイ
４４４－
�－２７
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

須賀Ａ
４４４－
�－２８
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

須賀Ａ
４４４－
�－２８
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

須賀Ｂ
４４４－
�－２９
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

須賀Ｂ
４４４－
�－２９
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

瀬戸
４４４－
�－３０
�

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

瀬戸
４４４－
�－３０
�

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

梶谷
４４４－
�－３２
�

西宇和
郡伊方
町大佐
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

梶谷
４４４－
�－３２
�

西宇和
郡伊方
町大佐
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

浦城
４４４－
�－３４
�

西宇和
郡伊方
町井野
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

浦城
４４４－
�－３４
�

西宇和
郡伊方
町井野
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中尾
４４４－
�－３８
�

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中尾
４４４－
�－３８
�

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

入津
４４４－
�－３９
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

入津
４４４－
�－３９
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野坂
４４４－
�－４０
�

西宇和
郡伊方
町串・
正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野坂
４４４－
�－４０
�

西宇和
郡伊方
町串・
正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野坂Ａ
４４４－
�－４１
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野坂Ａ
４４４－
�－４１
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

一本松
Ｂ
４４４－
�－４４
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

一本松
Ｂ
４４４－
�－４４
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

笹の谷
４４４－
�－４５
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

笹の谷
４４４－
�－４５
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

正の谷
Ａ
４４４－
�－４６
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

正の谷
Ａ
４４４－
�－４６
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

正の谷
Ｂ
４４４－
�－４７
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

正の谷
Ｂ
４４４－
�－４７
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

長浜Ｂ
４４４－
�－４８
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

長浜Ｂ
４４４－
�－４８
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

平礒Ａ
４４４－
�－４９
�

西宇和
郡伊方
町平礒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

平礒Ａ
４４４－
�－４９
�

西宇和
郡伊方
町平礒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

堂崎
４４４－
�－５０
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

堂崎
４４４－
�－５０
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

浜
４４４－
�－５１
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

浜
４４４－
�－５１
�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

明神
４４４－
�－５２
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

明神
４４４－
�－５２
�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

松Ａ
４４４－
�－５３
�

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

松Ａ
４４４－
�－５３
�

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

赤坂Ｂ
４４４－
�－５４
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

赤坂Ｂ
４４４－
�－５４
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

佐田
４４４－
�－５５
�

西宇和
郡伊方
町佐田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

佐田
４４４－
�－５５
�

西宇和
郡伊方
町佐田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

サザエ
バヤ
４４４－
�－５６
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

サザエ
バヤ
４４４－
�－５６
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

カゲノ
平Ａ
４４４－
�－５７
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

カゲノ
平Ａ
４４４－
�－５７
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

松Ｂ
４４４－
�－５８
�

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

松Ｂ
４４４－
�－５８
�

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

松Ｄ
４４４－
�－５９
�

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

松Ｄ
４４４－
�－５９
�

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

向灘Ａ
４４４－
�－６０
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

向灘Ａ
４４４－
�－６０
�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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笹の谷
Ａ
４４４－
�－６１
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

笹の谷
Ａ
４４４－
�－６１
�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東九町
川
４４２－
１１６５－
１

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

土石流 東九町
川
４４２－
１１６５－
１

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東九町
川
４４２－
１１６５－
２

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

土石流 東九町
川
４４２－
１１６５－
２

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東九町
川
４４２－
１１６５－
３

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

土石流 東九町
川
４４２－
１１６５－
３

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西九町
川
４４２－
１１６６

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

土石流 西九町
川
４４２－
１１６６

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

九町越
川
４４２－
１１６７

西宇和
郡伊方
町九町
越
（次の
図のと
おり）

土石流 九町越
川
４４２－
１１６７

西宇和
郡伊方
町九町
越
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

鳥津川
４４２－
１１６８－
３

西宇和
郡伊方
町鳥津
（次の
図のと
おり）

土石流 鳥津川
４４２－
１１６８－
３

西宇和
郡伊方
町鳥津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

加周川
４４２－
１１７７

西宇和
郡伊方
町加周
（次の
図のと
おり）

土石流 加周川
４４２－
１１７７

西宇和
郡伊方
町加周
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

九町新
川
４４２－
１１８３－
２

西宇和
郡伊方
町奥
（次の
図のと
おり）

土石流 九町新
川
４４２－
１１８３－
２

西宇和
郡伊方
町奥
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

九町新
川
４４２－
１１８３－
３

西宇和
郡伊方
町奥
（次の
図のと
おり）

土石流 九町新
川
４４２－
１１８３－
３

西宇和
郡伊方
町奥
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

伊方新
川
４４２－
１１８８－
１

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

土石流 伊方新
川
４４２－
１１８８－
１

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

伊方新
川
４４２－
１１８８－
２

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

土石流 伊方新
川
４４２－
１１８８－
２

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

伊方新
川
４４２－
１１８８－
３

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

土石流 伊方新
川
４４２－
１１８８－
３

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大谷川
４４２－
１１８９

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

土石流 大谷川
４４２－
１１８９

西宇和
郡伊方
町川永
田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寺川
４４２－
１１９４－
１

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

土石流 寺川
４４２－
１１９４－
１

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寺川
４４２－
１１９４－
２

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

土石流 寺川
４４２－
１１９４－
２

西宇和
郡伊方
町湊浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

カニタ
川
４４２－
１２０３

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流 カニタ
川
４４２－
１２０３

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

水ヶ浦
下川
４４２－
１２０６

西宇和
郡伊方
町中之
浜
（次の
図のと
おり）

土石流 水ヶ浦
下川
４４２－
１２０６

西宇和
郡伊方
町中之
浜
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大宮川
４４２－
２０４７

西宇和
郡伊方
町亀浦
（次の
図のと
おり）

土石流 大宮川
４４２－
２０４７

西宇和
郡伊方
町亀浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南九町
川
４４２－
２０４８

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

土石流 南九町
川
４４２－
２０４８

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

藤当川
４４２－
２０４９

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流 藤当川
４４２－
２０４９

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西カニ
タ川
４４２－
２０５０

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流 西カニ
タ川
４４２－
２０５０

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

浦中川
４４２－
２０５１

西宇和
郡伊方
町中之
浜
（次の
図のと
おり）

土石流 浦中川
４４２－
２０５１

西宇和
郡伊方
町中之
浜
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

三机大
川
４４３－
１２１９－
２

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

土石流 三机大
川
４４３－
１２１９－
２

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ナガク
ボ川
４４３－
１２２９

西宇和
郡伊方
町田部
（次の
図のと
おり）

土石流 ナガク
ボ川
４４３－
１２２９

西宇和
郡伊方
町田部
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西の川
４４３－
１２３６

西宇和
郡伊方
町川之
浜
（次の
図のと
おり）

土石流 西の川
４４３－
１２３６

西宇和
郡伊方
町川之
浜
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寺上川
４４３－
１２３８－
１

西宇和
郡伊方
町川之
浜
（次の
図のと
おり）

土石流 寺上川
４４３－
１２３８－
１

西宇和
郡伊方
町川之
浜
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

向川
４４３－
２０５２

西宇和
郡伊方
町足成
（次の
図のと
おり）

土石流 向川
４４３－
２０５２

西宇和
郡伊方
町足成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

八幡浜土木事務所及び伊方町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２７３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局山鳥坂ダム

工事事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成３０年３月２６日から

３１日まで

３ 作業地域 大洲市肱川町山鳥坂

�������
�愛媛県告示第２７４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（成果不整合地域における基準点改測）

２ 作業期間 平成２９年８月１日から

１２月２８日まで

３ 作業地域 四国中央市

東松之
浜川
４４３－
２０５３

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

土石流 東松之
浜川
４４３－
２０５３

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大江川
４４３－
２０５４

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

土石流 大江川
４４３－
２０５４

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西大典
川
４４３－
２０５５－
１

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

土石流 西大典
川
４４３－
２０５５－
１

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西大典
川
４４３－
２０５５－
２

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

土石流 西大典
川
４４３－
２０５５－
２

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西志津
川
４４３－
２０５６

西宇和
郡伊方
町志津
（次の
図のと
おり）

土石流 西志津
川
４４３－
２０５６

西宇和
郡伊方
町志津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小島大
川
４４３－
２０５７

西宇和
郡伊方
町小島
（次の
図のと
おり）

土石流 小島大
川
４４３－
２０５７

西宇和
郡伊方
町小島
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中高茂
川
４４３－
２０５８

西宇和
郡伊方
町高茂
（次の
図のと
おり）

土石流 中高茂
川
４４３－
２０５８

西宇和
郡伊方
町高茂
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西ロク
タンダ
川
４４３－
２０５９

西宇和
郡伊方
町高茂
（次の
図のと
おり）

土石流 西ロク
タンダ
川
４４３－
２０５９

西宇和
郡伊方
町高茂
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

田部川
４４３－
２０６０

西宇和
郡伊方
町田部
（次の
図のと
おり）

土石流 田部川
４４３－
２０６０

西宇和
郡伊方
町田部
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

塩成川
４４３－
２０６１－
１

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

土石流 塩成川
４４３－
２０６１－
１

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

塩成川
４４３－
２０６１－
２

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

土石流 塩成川
４４３－
２０６１－
２

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

塩成川
４４３－
２０６１－
４

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

土石流 塩成川
４４３－
２０６１－
４

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

舟瀬川
４４４－
１２４４－
１

西宇和
郡伊方
町釜木
（次の
図のと
おり）

土石流 舟瀬川
４４４－
１２４４－
１

西宇和
郡伊方
町釜木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

舟瀬川
４４４－
１２４４－
２

西宇和
郡伊方
町釜木
（次の
図のと
おり）

土石流 舟瀬川
４４４－
１２４４－
２

西宇和
郡伊方
町釜木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

前浜川
４４４－
１２５９

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

土石流 前浜川
４４４－
１２５９

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

先目川
４４４－
１２８１－
１

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

土石流 先目川
４４４－
１２８１－
１

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

先目川
４４４－
１２８１－
２

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

土石流 先目川
４４４－
１２８１－
２

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

高浦川
４４４－
１２８２

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

土石流 高浦川
４４４－
１２８２

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ニレ谷
川
４４４－
２０６３

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

土石流 ニレ谷
川
４４４－
２０６３

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

横網代
川
４４４－
２０６４

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

土石流 横網代
川
４４４－
２０６４

西宇和
郡伊方
町高浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上宮下
川
４４４－
２０６５

西宇和
郡伊方
町名取
（次の
図のと
おり）

土石流 上宮下
川
４４４－
２０６５

西宇和
郡伊方
町名取
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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�愛媛県告示第２７５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（防災対策地域水準測量）

２ 作業期間 平成２９年８月１日から

平成３０年２月２８日まで

３ 作業地域 宇和島市、南宇和郡愛南町

�������
�愛媛県告示第２７６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局野村ダム管

理所長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（２級基準点測量）

２ 作業期間 平成２９年１０月２３日から

平成３０年２月２８日まで

３ 作業地域 西予市野村町

�������
�愛媛県告示第２７７号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第９条第

２項の規定に基づき、公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）

第２条第１項第４号に規定する数値を次のとおり変更し、平成３０年

４月分の家賃から適用する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７８号
県営住宅駐車場及び駐車場使用料の額（平成２０年３月愛媛県告示第５１３号）の一部を次のように改正し、平成３０年４月１日から施行する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第２７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

設置所在地名 団 地 名 建設年度 構造別 数 値 備 考

西条市国安 東予 ５７ 耐 火 ０．６３４０ 第３号棟
に限る。

改 正 後 改 正 前

１ 県営住宅駐車場の位置及び１平方メートル当たりの駐車場使用

料の額（愛媛県県営住宅管理条例施行規則第１２条の１０第１項第２

号に規定する管理事務費を除いた額をいう。以下同じ。）

１ 県営住宅駐車場の位置及び１平方メートル当たりの駐車場使用

料の額（愛媛県県営住宅管理条例施行規則第１２条の１０第１項第２

号に規定する管理事務費を除いた額をいう。以下同じ。）

名 称 位置
駐車場使用料

（月額）

有 料 化

開始年度
名 称 位置

駐車場使用料

（月額）

有 料 化

開始年度

省略 省略

東予団地 省略 東予団地 省略

砥部団地 伊予郡

砥部町

高尾田

� 舗装されている区画 １０６円

� 舗装されていない区画 ７０円

平成３０年

度

２～４ 省略 ２～４ 省略

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号
今治市高橋字大縄田甲５５０番２から

同市別名字中河原２３１番３まで

旧 １１．７～１１．８ ０．１２０

新 １１．８～１７．５ ０．１２０

愛 媛 県 報平成３０年３月２０日 第２９５９号

１７４



��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第２８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８１号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成３０年３月２０日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県告示第２８２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成３０年３月２０日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県告示第２８３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成３０年３月２０日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治丹原線

今治市別名字中河原２３３番１１から

同字２３３番１１まで
旧 １０．２～１３．７ ０．００８

今治市別名字中河原２３３番７から

同字２３３番１１まで
新 １０．４～１８．９ ０．００５

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０１００９４６ 株式会社悠遊社 愛媛県松山市余戸南二
丁目２４番３８号 寺 河 駿 児童発達支援 ゆうゆうキッズ 愛媛県松山市針田町１２

８番地１
平成２９年
９月１日

３８５０１００９５３ 株式会社フェローシス
テム

愛媛県松山市西一万町
１０番地２ 三 好 大 助 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービス
フェローＩｎｔｅｃｈ

愛媛県松山市中一万町
７－７

平成２９年
９月１日

３８５０１００９６１ 七色ゆめ工房株式会社 愛媛県西条市大野３９５
番地１３ 高 正 剛 放課後等デイ

サービス
レインボーキッズメソ
ッド４

愛媛県松山市越智３丁
目４－２３－１０１

平成２９年
１１月１日

３８５０１００９７９ 一般社団法人優広会 愛媛県松山市南堀端町
５番地１０ 上 野 正 人 放課後等デイ

サービス ワーク スタート 愛媛県松山市味酒町三
丁目１番地４

平成２９年
１２月１日

３８５０１００９９５ 特定非営利活動法人レ
ッチーノ

愛媛県伊予市森甲１１０２
番地 松 下 勝 則 児童発達支援 てらす美沢 愛媛県松山市美沢２丁

目３－２１
平成３０年
１月１日

３８５０１００９９５ 特定非営利活動法人レ
ッチーノ

愛媛県伊予市森甲１１０２
番地 松 下 勝 則 放課後等デイ

サービス てらす美沢 愛媛県松山市美沢２丁
目３－２１

平成３０年
１月１日

３８５０１００３６７ 特定非営利活動法人レ
ッチーノ

愛媛県伊予市森甲１１０２
番地 松 下 勝 則 児童発達支援 多機能型事業所てらす 愛媛県松山市平井町甲

２２９３番地４
平成３０年
１月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社 かいせい ヘルパーステーション そえる 愛媛県伊予市米湊３３３－３ 平成２９年１２月２０日 訪問介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社 かいせい 居宅介護支援事業所 そえる 愛媛県伊予市米湊３３３－３ 平成２９年１２月２０日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成３０年３月２０日 第２９５９号
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�愛媛県告示第２８４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成３０年３月２０日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県告示第２８５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成３０年３月２０日

愛媛県中予地方局長 福 井 琴 樹

�愛媛県告示第２８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人エンゼル デイサービスセンターこだま 愛媛県伊予郡松前町大字大間３１４番地 平成２９年１２月３１日 介護予防通所介護

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 設 置 者 ）

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３５１０２７２ 有限会社亀岡食品加工
所

愛媛県松山市別府町４１
９－３ 亀 岡 秀 光 就労継続支援

Ｂ型 かめ 愛媛県伊予郡松前町北
黒田堅田５００－７

平成２９年
９月１日

３８１１５００４７３ 特定非営利活動法人ヘ
レン

愛媛県東温市田窪２２３２
番地２０ 浅 海 清 仁 生活介護 ヘレン 愛媛県東温市田窪２０５４

番地６
平成２９年
１２月１２日

３８１１５００５２３ 有限会社能智企画 愛媛県東温市横河原２８
４番地１ 能 智 かおる 就労継続支援

Ｂ型 ロハスワーク東温 愛媛県東温市志津川６２
４番地１

平成３０年
１月１１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号

上浮穴郡�万高原町東川１５０１番２から

同町東川１５５８番１地先まで
旧 ３．８～９．１ ０．４１８

上浮穴郡�万高原町東川１５００番１から

同町東川１５５８番１まで
新 ９．８～３９．６ ０．４１８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 節安下鍵山線

北宇和郡鬼北町大字父野川中３番２から

同大字２番２まで
旧 ７．３～１３．５ ０．０４０

北宇和郡鬼北町大字父野川中３番１から

同大字２番１まで
新 １７．４～２１．１ ０．０４０

愛 媛 県 報平成３０年３月２０日 第２９５９号
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その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年３月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 節安下鍵山線
北宇和郡鬼北町大字父野川中３番１から

同大字２番１まで
平成３０年３月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町亀浦６８５－３地先から

同町亀浦１９４－１地先まで

旧 ３．５～１５．３ ０．６２８

新 ３．５～１５．３
８．５～４４．５

０．６２８
０．５６２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町亀浦６８５－３地先から

同町亀浦１９４－１地先まで

平成３０年３月２２日

１６：００

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川小田線
喜多郡内子町上川４１１４番地先から

同町上川４１２５番３まで

旧 ４．０～１２．４ ０．１１９

新 ９．３～１６．０ ０．１１９

愛 媛 県 報平成３０年３月２０日 第２９５９号

１７７



公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第２号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年３月２０日

愛媛県公安委員会委員長 渡 部 智磨子

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川小田線
喜多郡内子町上川４１１４番地先から

同町上川４１２５番３まで
平成３０年３月２０日

改 正 後 改 正 前

（生活安全部の分課）

第３２条 生活安全部に、次の６課を置く。

生活安全企画課

地域課

通信指令課

少年課

生活環境課

サイバー犯罪対策課

（生活環境課）

第３６条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律（平成１５年法律第８３号）に関すること

（サイバー犯罪対策課の所掌に属するものを除く。）。

� 省略

� 省略

（サイバー犯罪対策課）

第３６条の２ サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさど

る。

� サイバーセキュリティに係る総合的対策に関すること。

� サイバー犯罪の取締りに関すること。

� インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律に規定する犯罪の取締りに関すること。

� 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第

１２８号）に関すること。

（刑事企画課）

第３８条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 通訳センターの運営に関すること。

� 省略

（警備部の分課）

第５２条 警備部に、次の２課及び１隊を置く。

公安課

（生活安全部の分課）

第３２条 生活安全部に、次の５課を置く。

生活安全企画課

地域課

通信指令課

少年課

生活環境課

（生活環境課）

第３６条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律（平成１５年法律第８３号）に関すること

。

� 省略

� サイバー犯罪に係る総合的対策に関すること。

	 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第

１２８号）に関すること。


 省略

（刑事企画課）

第３８条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 省略

（警備部の分課）

第５２条 警備部に、次の３課及び１隊を置く。

公安課
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警備課

機動隊

（警備課）

第５４条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 警衛に関すること

。

�～� 省略

（外事対策室）

第５７条 省略

２ 外事対策室においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

（捜査支援室）

第７２条 省略

２ 捜査支援室は、第３８条第７号、第８号及び第９号の事務をつか

さどる。

３・４ 省略

第７２条の２ 省略

別表（第７９条関係）

警備課

警衛対策課

機動隊

（警備課）

第５４条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

� 省略

� 警衛に関すること（警衛対策課の所掌に属するものを除

く。）。

�～� 省略

（警衛対策課）

第５４条の２ 警衛対策課においては、次の事務をつかさどる。

� 第７２回国民体育大会及び第１７回全国障害者スポーツ大会（以

下「国体等」という。）の開催に伴う警衛に関すること。

� 国体等の開催に伴う連絡調整に関すること。

（外事対策室）

第５７条 省略

２ 外事対策室においては、次の事務をつかさどる。

�～� 省略

� 通訳センターの運営に関すること。

（サイバー犯罪対策室）

第７２条 生活環境課に、サイバー犯罪対策室を附置する。

２ サイバー犯罪対策室は、第３６条第１０号及び第１１号の事務をつか

さどる。

３ サイバー犯罪対策室に、室長を置き、警視若しくは警部の階級

にある警察官又は一般職員をもって充てる。

４ 室長は、上司の命を受け、サイバー犯罪対策室の事務を掌理

し、部下職員を指揮監督する。

（捜査支援室）

第７２条の２ 省略

２ 捜査支援室は、第３８条第７号及び第８号 の事務をつか

さどる。

３・４ 省略

第７２条の３ 省略

別表（第７９条関係）

警察署名 課名 警察署名 課名

省略 省略

愛媛県新居浜警察署、愛媛県今治警察署、

愛媛県松山西警察署及び愛媛県宇和島警察

署

省略 愛媛県新居浜警察署、愛媛県今治警察署及

び愛媛県松山西警察署

省略

省略 省略

愛媛県四国中央警察署、愛媛県西条警察

署、愛媛県西条西警察署、愛媛県伊予警察

署、愛媛県大洲警察署及び愛媛県八幡浜警

察署

省略 愛媛県四国中央警察署、愛媛県西条警察

署、愛媛県西条西警察署、愛媛県伊予警察

署、愛媛県大洲警察署、愛媛県八幡浜警察

署及び愛媛県宇和島警察署

省略

省略 省略

愛媛県伯方警察署、愛媛県�万高原警察署

及び愛媛県愛南警察署

省略 愛媛県伯方警察署 省略

愛媛県�万高原警察署及び愛媛県愛南警察

署

警務課

会計課

刑事生活安全課

地域交通課
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附 則

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、別表愛媛県伯方警察署の項及び愛媛県�万高原警察署及び愛媛県愛南警察署の項
の改正規定は、同年３月２２日から施行する。

平成３０年３月２０日 発行
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